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２０１７年８月１日現在 

 

販 売 対 象 ・法人および個人の方 

期 間 

・原則、１カ月 ３カ月 ６カ月 １年 

・自動継続方式（元利継続型）または非継続方式でのお取扱となります。ただし、預入金額が１，０

００米ドル以上１０，０００米ドル未満の場合は、自動継続方式（元利継続型）でのお取扱となり

ます。なお、非継続方式の場合は、1週間以上１年以内で期日指定のお取扱いも可能です。 

 
①自動継続方式 

・自動継続方式の預入期間は、1ヵ月、３ヵ月、６ヵ月、1年のいずれかとします。 

・元利継続型とし、税引後利息を元金に加えて、前回と同一の期間の外貨定期預金を自動作成いたし

ます。 

②非継続方式 ・１カ月 ３カ月 ６カ月 １年 （なお、１年以内で期日指定の取扱いも可能です。） 

預 入 
・一括預入 

 
①預 入 方 法 

②預 入 金 額 
・１，０００米ドル以上。ただし、１，０００米ドル以上１０，０００米ドル未満の場合は、自 

動継続方式（元利継続型）でのお取扱となります。 

③預 入 単 位 ・１補助通貨（セント）単位 

払 戻 し 方 法 ・満期日以後に一括して払戻します。 

利 息 固定金利  

・預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 

ただし、利率は市場金利動向に応じて毎営業日決定されます。  ①適 用 金 利 

 
②利 払 方 法 ・満期日以降に一括して支払いします。 

③計 算 方 法 ・付利単位を１米ドルとし、１年を３６５日とする日割計算。 

税 金 

・〔利 息〕   個人のお利息は２０％（国税１５％・地方税５％）の源泉分離課税となります。 

（ただし、マル優を利用の場合は除きます） 

法人のお利息は総合課税(20%)です。ただし、非課税法人は課税されません。 

・〔為替差損益〕個人 雑所得として総合課税（年収 2,000 万円以下の給与所得者で差益を含め給与

   所得および退職所得以外の所得が年間２０万円以下であれば申告不要。） 

   差益差損は他の雑所得の範囲内で控除することができます。 

   （他の所得との損益通算はできません。） 

法人  通常営業外損益として認識され、法人税申告額に含まれます。 

※平成２５年１月１日から平成４９年１２月３１日までの２５年間、復興特別所得税が付加される 

ことにより、２０.３１５％の源泉分離課税（国税１５.３１５％、地方税５％）となります。 

※平成２８年１月１日から法人に係る利子割（お受取利息から特別徴収する地方税５％）が廃止され、

特別徴収は行わないこととなります。 

満期日以降の 

利 息 

 

・自動継続方式の場合、自動継続後の適用利率は、継続日におけるお預け入れ期間に応じた 

当金庫所定の利率となります。自動継続を停止した場合における満期日以降の適用利率は、 

当金庫外貨普通預金利率となります。 

・非継続方式の場合、満期日以降の適用利率は、当金庫外貨普通預金利率となります。 
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付 加 で き る 

特 約 事 項 
・満期日の受取円貨額を確定させるため、預入期間中（預入日から満期日前日まで）１回に限り 

満期解約時に適用される為替相場の予約ができます。 

ただし、満期日の円貨入金口座を当金庫に指定していただきます。 

中途解約時の 

取 扱 

・中途解約は原則としてできません。当金庫がやむをえないものと認めて中途解約する場合の 

解約利率は、取扱い解約日における当金庫所定の同一通貨建外貨普通預金利率を適用いたします。

金 利 情 報 の 

入 手 方 法 
・金利は店頭の金利表示ボードまたは窓口へ。 

苦情処理措置・ 

紛争解決措置 

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談室（9時～17 時、 

        電話：089－946－1203）にお申し出ください。 

紛争解決措置 ・愛媛弁護士会紛争解決センター(電話：089－941－6279)で紛争の解決を図ることも

        可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記お客さま相談室に

お申し出ください。また、お客さまから、上記愛媛弁護士会に直接お申し出いただく

        ことも可能です。 

・東京弁護士会(電話：03－3581－0031)、第一東京弁護士会(電話：03－3595－8588)、

第二東京弁護士会(電話：03－3581－2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ること

も可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談

室または全国しんきん相談所（9時～17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。

また、お客さまから、上記東京の弁護士会（東京三弁護士会）に直接お申し出いただ

くことも可能です。 

なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。そ

の際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会

とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地

域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京

三弁護士会、当金庫お客さま相談室もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせくだ

さい。 

その他参考と 

なるべき事項 

・この預金は預金保険の対象ではありません。 

・為替変動リスクがあります。（為替相場の変動による損益が発生します。） 

・預入、払戻しはすべてご本人の円預金または外貨預金との振替により取扱いいたします。 

・ご本人の円預金からの預入時は、当庫所定の電信売相場（ＴＴＳ）を、ご本人の円預金への払出時は、 

電信買相場（ＴＴＢ）で円貨換算致します。 

・自動解約の取扱いはできません。 

・外貨定期預金の取扱い時間は、午前１１時から午後２時までです。 

ただし、為替相場の変動が激しく、当金庫が為替相場を提示できないときは、取引を中断することがあります。

・証書および解約時の計算書のお渡しは、取引日以降となります。 

 


